
 

                                     

様式第1号(第9条関係) 
 
 
 
 

福島県知事 様 

 
特定小売商業施設新設届出書 

 

 

 

令和 5年 3月 20日 

 

福島県郡山市日和田町字小原1番地 

届出者 株式会社日和田ショッピングモール 印 

代表取締役   野木 正徳 
 

福島県商業まちづくりの推進に関する条例第9条第1項の規定により、下記のとおり届け

出ます。 

記 

1 特定小売商業施設の名称 （仮称）ショッピングモールフェスタ 

2 区 分 新築・増築・改築・用途変更 

3 変更前の用途 ‐ 

4 特定小売商業施設の新設に係る土地の所在地及びその敷地面積 

土地の所在地 

郡山市日和田町字小原1番地 
他397筆 

（郡山市日和田町 
五庵地区計画区域内） 

敷地面積 165,643  ㎡ 

5 敷地の状況 現況の土地利用 商業施設 

土地利用関係法にお

ける土地利用の規制 

状況 

準工業地域 

6 特定小売商業施設の新設の予定地の開発行為の着手予定日 （解体）令和 5年 10月 21日 

7 特定小売商業施設の新築、小売商業施設の増築若しくは改築又は 

小売商業施設への用途の変更の着手予定日 （新築）令和 6年 3月 1日 

8 特定小売商業施設の新設の予定日 令和 8年 9月 1日 

9 特定小売商業施設の店舗面積の合計 70,000 ㎡ 

10 特定小売商業施設の延べ面積 120,000 ㎡ 

11 特定小売商業施設 

の概要 
構造  鉄骨造 

階数  地上 3 階 

棟数  12 棟 

駐車場数 

大規模小売店舗立地法第4条第1項の規定に基づ

く大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事

項に関する指針における必要台数以上を確保。 
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12 特定小売商業施設の集客予定数 

及び集客予定区域並びに算出根拠 集客予定数 
日当たり 

66,500人 

集客予定区域 

新設予定地周辺20km圏 

（国際ショッピングセンター協会

（ICSC）では、SCの規模により商圏が

分類されており、面積4万～7.5万㎡の

商圏は8～25㎞である。本計画では、

自動車移動45分圏内で福島県郡山市の

中心市街地を包括する20㎞圏内を集客

予定区域と設定した。） 

算出根拠 別紙１・２のとおり 

13 特定小売商業施設の新設の予定地 

の選定理由 
新設予定地の選定理由は以下の通りです。 
① 交通結節点となるＪＲ日和田駅まで約１km、予定地内のバス停か

ら郡山駅へ運行するバス路線の存在により、公共交通機関の利便

性に恵まれた区域であること。 
② 新設予定地の東側に国道４号、南西側に郡山ICがあり、自家用車

の利便性に恵まれた区域であること。 
③ 日和田町五庵地区計画の区域内にあり、商業施設を立地すること

ができる地域であること。 

 
備考 

1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

2 変更前の用途の欄は、区分の欄が用途変更である場合に限り記入すること。 

3 集客予定区域の欄は、予定地域を示した図面を添付する方法で示すことができる。 

4 算出根拠の欄は、別紙により示すこと。 
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地 区  計  画 区 域

地 区 整 備 計 画 区 域

( 道 路 )

建 築 物 等 の 形 態 又

は 意 匠 の 制 限 区 域

制 　 限 　 区 　 域
建 築 物 等 の 用 途 の

凡 例

Ａ＝約１８.０ha

Ａ＝約１８.０ha

地　区　施　設　

建築物等の用途の制限

 日 和 田 町 五 庵 地 区 計 画 

別紙３‐２






